
令和２年第２回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

 

議第６８号 別府市税条例の一部改正について 

議第６９号 別府市税特別措置条例の一部改正について 

議第７０号 別府市都市計画税条例の一部改正について 

議第７１号 別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

議第７２号 別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

議第７３号 別府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

議第７４号 別府市手話言語条例の制定について 

議第７５号 別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正につ

いて 

議第７６号 別府市心身障害者福祉手当条例の一部改正について 

議第７７号 別府市国民健康保険条例の一部改正について 

議第７８号 別府市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

議第７９号 別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

議第８０号 動産の取得について 

議第８１号 指定管理者の指定について 

議第８２号 他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させる

ことに関する協議について 

議第８３号 市長専決処分について 

議第８４号 市長専決処分について 

議第８５号 市長専決処分について 

議第８６号 市長専決処分について 

議第８７号 市長専決処分について 
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議第６８号  

   別府市税条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）及び地方税法等の

一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の規定に基づき、条例を改正し

ます。 

２ 議案の内容  

 (1) 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税の非課税措置について、寡夫を

対象から除き、ひとり親を対象に加えます。（第２４条関係）  

 (2) 所得控除について、ひとり親控除を追加する等します。（第３４条の２関

係） 

 (3) 探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、あら

かじめ通知した上、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、

固定資産税を課することができることとします。（第５４条関係）  

 (4) 土地又は家屋の現所有者は、現所有者であることを知った日の翌日から３

月を経過した日までに住所等について申告しなければならないとします。

（第７４条の３、第７５条関係）  

 (5) 軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について定めま

す。（第９４条関係）  

 (7) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の延滞金等の特例規定の改正

に伴う規定の整備をします。（附則第３条の２、附則第４条関係）  

 (8) 新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築

物に対する固定資産税の課税標準の特例を定めます。（附則第１０条の２関

係） 

 (9) 軽自動車税の環境性能割が非課税となる取得期間を令和３年３月３１日

まで延長します。（附則第１５条の２関係） 

 (10) 地方税法に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の

特例が創設されたことに伴い、引用する条文を整理します。（附則第１７条関

係） 

 (11) 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等を定め

ます。（附則第２５条関係）  

 (12) 法人税において通算法人ごとに申告等を行うこと（連結納税の廃止）に

伴い、規定の整理をします。（第４８条、第５０条、第５２条関係）  



2 

 (13) 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例及び住宅借入

金等特別税額控除の特例について定めます。（附則第２６条、附則第２７条関

係） 

 (14) 地方税法の改正による条項の移動等に伴う所要の改正その他字句の整備

をします。  

３ 施行期日 公布の日。一部は、令和２年１０月１日、令和３年１０月１日及

び令和４年４月１日  

４ 担当課 総務部市民税課、資産税課  

 

議第６９号  

   別府市税特別措置条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省

令（令和２年総務省令第２５号）により、地域再生法第１７条の６の地方公共

団体等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号）の一部が改正され、地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受ける期限が令和４年３月３１

日まで延長されたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受ける期限を令和４年３

月３１日まで延長します。（第３条関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部資産税課  

 

議第７０号  

   別府市都市計画税条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の規定に基づき、

条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  地方税法に新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却

資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例が定められたことに

伴い、所要の改正をします。（附則第１６条関係）  

３ 施行期日 公布の日。一部は、令和３年１月１日  

４ 担当課 総務部資産税課  
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議第７１号  

   別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

１ 趣旨 

  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づき条例を定めるに当

たり参酌すべき基準を定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）の一部が改正され、放課後児童支援

員の研修について、都道府県知事及び指定都市の長に加え中核市の長が実施で

きるとされたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  省令の改正内容と同様の内容で改正します。 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉共生部子育て支援課  

 

議第７２号  

   別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

１ 趣旨 

  児童福祉法の規定に基づき条例を定めるに当たり従うべき基準等を定める家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の一部が改正され、保育所等との連携及び居宅訪問型保育の提供に関する

基準が改められたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  省令の改正内容と同様の内容で改正します。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉共生部子育て支援課  

 

議第７３号  

   別府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定に基づき条例を定

めるに当たり従うべき基準等を定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育
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事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内

閣府令第３９号）の一部が改正され、特定教育・保育施設等との連携に関する

基準が改められたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  内閣府令の改正内容と同様の改正をします。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉共生部子育て支援課  

 

議第７４号  

   別府市手話言語条例の制定について  

１ 趣旨 

  手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念、市の責務、市民及び

事業者の役割並びに総合的かつ計画的な施策の推進について定めることにより、

全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実

現することを目的とする条例を定めます。  

２ 議案の内容  

  目的、基本理念、市の責務、市民及び事業者の役割、施策の推進、財政措置  

等を定めます。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉共生部障害福祉課  

 

議第７５号  

   別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  重度心身障害者に対する医療費の支給において所得制限を設けることに伴い、

条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  支給対象者又は主として支給対象者の生計を維持するものの前年の所得が、

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第３２条

第１１項の規定によりなおその効力を有するとされた旧国民年金法（昭和３４

年法律第１４１号）第６６条第１項、第２項及び第５項に定める額以上である

ときは、医療費を支給しないこととします。（第５条関係）  

３ 施行期日 令和３年８月１日  

４ 担当課 福祉共生部障害福祉課  
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議第７６号  

   別府市心身障害者福祉手当条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  心身障害者福祉手当のうち、身体障害者福祉タクシー手当等の年額を見直す

ことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) １級及び２級の障害程度に係る身体障害者福祉タクシー手当、最重度、重

度及び中等度の知的障害の程度に係る知的障害者福祉タクシー手当及び１

級の障害等級に係る精神障害者福祉タクシー手当の年額を４，０００円から

３，５００円に改めます。（第４条関係）  

 (2) 身体障害者福祉タクシー手当、知的障害者福祉タクシー手当及び精神障害

者福祉タクシー手当の支給に代えてタクシー利用券を交付できる規定を廃

止します。（第７条関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉共生部障害福祉課  

 

議第７７号  

   別府市国民健康保険条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当金の支給を行う

ことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の額、支

給期間及び給与等との調整について定めます。（附則第２条、第３条及び第４条

関係） 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 生活環境部保険年金課  

 

議第７８号 

   別府市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  大分県後期高齢者医療広域連合が新型コロナウイルス感染症に感染した被保

険者等に支給する傷病手当金の申請書の受付を別府市において行うことに伴い、
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条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  市において行う事務として「大分県広域連合条例附則第７条の傷病手当金の

支給に係る申請書の提出の受付」を追加します。（第２条関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 生活環境部保険年金課  

 

議第７９号 

   別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

（令和２年政令第６９号）により非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定

める政令（昭和３１年政令第３３５号）の一部が改正され、非常勤消防団員等

に対する損害補償に係る補償基礎額が改定されたこと等に伴い、条例を改正し

ます。 

２ 議案の内容  

 (1) 消防作業従事者等に係る補償基礎額「８，８００円」を「８，９００円」

に改めます。（第５条関係）  

 (2) 補償基礎額表を次のように改めます。（別表関係）   （ ）内は現行  

階級 
勤務年数 

10 年未満 10 年以上 20 年未満  20 年以上 

団長及び副団長  12,440 円 

（12,400 円） 

13,320 円 

（13,300 円） 

14,200 円 

（14,200 円） 

分団長及び副分

団長 

10,670 円 

（10,600 円） 

11,550 円 

（11,500 円） 

12,440 円 

（12,400 円） 

部長、班長及び

団員 

8,900 円 

（8,800 円） 

9,790 円 

（9,700 円） 

10,670 円 

（10,600 円） 

 (3) その他字句の整備を行います。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 消防本部庶務課  

 

第８０号  
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   動産の取得について 

１ 趣旨 

  動産を買い入れることについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（平成２年別府市条例第１７号）第３条の規定により、

議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 取得動産 高規格救急自動車 １台 

 (2) 契約金額 ２７，５７７，０００円 

        （うち消費税及び地方消費税の額２，５０７，０００円） 

 (3) 契約の相手方 別府市中須賀東町７組１  

           大分トヨタ自動車株式会社別府店  

            店長 廣 瀬  明 彦 

３ 担当課 消防本部庶務課  

 

議第８１号  

   指定管理者の指定について 

１ 趣旨 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、指定管理者に公の施設の管理を行わせることについて、同条第６項の規定

により議会の議決を求めます。  

２ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設  

  別府市竹細工伝統産業会館  

３ 指定管理者となる団体  

  竹細工伝統産業会館共同事業体  

   別府市光町１番５号  

    別府竹製品協同組合  

   別府市天満町１６番２６号  

    株式会社美装管理  

４ 指定期間 令和２年１０月１日から令和６年３月３１日まで  

５ 担当課 経済産業部産業政策課  

 

議第８２号  

   他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることに
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関する協議について 

１ 趣旨 

  地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、協議により他の普通地方

公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることについて、同条第３項

の規定により議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

  大分市が設置するのつはる天空広場を本市の住民の利用に供させることとし

ます。 

３ 担当課 企画部総合政策課  

 

議第８３号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令和２年３月３

１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和２年別府市条例第４４号  

        別府市税条例等の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 令和２年３月３１日  

 (3) 主な改正内容  

  ア 給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合にお

いて、個人の市民税に係る扶養親族等申告書にその旨の記載を不要としま

す。（第３６条の３の２及び第３６条の３の３関係） 

  イ たばこ税の課税免除の適用に当たって、必要な手続を簡素化します。（第

９６条関係）  

  オ 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を令

和６年度まで３年延長します。（附則第８条関係）  

  カ 特定水力発電設備及び浸水被害軽減地区に係る固定資産税の課税標準の

特例を定めます。（附則第１０条の２関係）  

  キ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る市民税の課税の特例の適用期限を令和５年度まで３年延長します。（附則

第１７条の２関係）  
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  ク 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税の非課税措置について、単身

児童扶養者を非課税措置の対象に加える改正規定を削ります。（令和元年度

別府市条例第１８号第２条による市税条例第２４条の改正関係）  

  ケ 改元に伴う所要の改正、地方税法の改正による条項の移動等に伴う所要

の改正その他字句の整備をします。  

 (4) 施行期日 令和２年４月１日  

３ 担当課 総務部市民税課、資産税課  

 

議第８４号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令和２年３月３

１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和２年別府市条例第４５号  

        別府市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 令和２年３月３１日 

 (3) 主な改正内容  

  ア 浸水被害軽減地区に係る都市計画税の課税標準の特例を定めます。（附

則第５条関係）  

  イ 改元に伴う所要の改正、地方税法の改正による条項の移動等に伴う所要

の改正その他字句の整備をします。  

 (4) 施行期日 令和２年４月１日 

３ 担当課 総務部資産税課 

 

議第８５号 

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和２年３月３１日に公布され、

同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、同条第３項の規

定により議会に報告し、その承認を求めます。 
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２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和２年別府市条例第４６号  

        別府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 令和２年３月３１日  

 (3) 主な改正内容  

  ア 国民健康保険税の基礎課税額の上限を、６１万円から６３万円にします。

（第３条第２項、第２５条関係）  

  イ 介護納付金課税額の上限を、１６万円から１７万円にします。（第３条第

４項、第２５条関係）  

  ウ 国民健康保険税の減額の基準について、５割減額の対象となる所得の算

定において被保険者の数に乗ずべき金額を２８万５千円（改正前２８万円）

に、２割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金

額を５２万円（改正前５１万円）に引き上げます。（第２５条関係）  

 (4) 施行期日 令和２年４月１日。一部は、令和３年１月１日 

３ 担当課 生活環境部保険年金課 

 

議第８６号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を

改正する政令（令和２年政令第９８号）が令和２年３月３０日に公布され、同

年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を地方自治法第１７９

条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、同条第３項の規定

により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和２年別府市条例第４７号 

        別府市介護保険条例の一部を改正する条例  

 (2) 処分年月日 令和２年４月２２日 

 (3) 主な改正内容 

   条例第３条第１項第１号、第２号及び第３号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和２年度における保険料率は、次のとおり

とします。（第３条関係） 

第１号被保険者  改正前の保険料率  改正後の保険料率  
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条例第３条第１項第１号  ２６，７００円  ２１，４００円  

条例第３条第１項第２号  ４４，６００円  ３５，７００円  

条例第３条第１項第３号  ５１，７００円  ４９，９００円  

 (4) 施行期日 公布の日  

３ 担当課 福祉共生部高齢者福祉課  

 

議第８７号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  緊急事態宣言が解除されたことに伴い、これまでの外出自粛により経営に打

撃を受けた事業者を支援するため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き、市長において専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、

その承認を求めます。 

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 令和２年度別府市一般会計補正予算（第３号） 

 (2) 処分年月日 令和２年５月２６日 

３ 担当課 企画部財政課  

 

 


